
 

 

 

 労働安全衛生法で定める「事業者の労働者に対する安全確保措置」について、2025年 4月からは、雇

用される労働者のみでなく、「同じ現場で働くすべての人」に対象が大幅に拡大されます。これは、最高

裁判例が出た「建設アスベスト訴訟」を受けて改正されたもので、建設現場において、事業者に義務付

けられた退避や立入禁止等の措置について、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う

労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう必要な措置（危険箇所への立入禁止、

特定の場所での喫煙・火気使用禁止、事故発生時の作業場所からの退避、悪天候時の作業禁止）を実施

することが義務付けられます。自社の労働者に対して行っていたものと内容に変更が生じるものではあ

りませんが、同様の措置をすべての人に対して行うことになり、現場の負担と責任が大きくなります。 

 

 

 

労災保険の特別加入の対象が、2024年 11月から拡大となり、特定受託業務に従事する人 

（特定フリーランス事業）も加入対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 11月施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法（フリーランス新法）」に合わせて、全

国の労働基準監督署に、労働者かもしれないフリーランス（業務委託を受ける事業者）からの労働基準

法等の違反に関する相談窓口が設置されます。 

 

「労働者」の定義：事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象に（2024年 11月～） 

■フリーランスにおける労働者性の判断と強化される相談対応 

特別加入の対象となる事業は、以下の 2 つです。 

① フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業 

② ①と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業 

  

  

  

  

  

  

①フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業 

②①と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業 



 

 

2024年 12月 2日以降、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード（以下「マイナ保険証」）で 

医療機関等を受診する仕組みに移行することになります。（既に発行された健康保険証は経過措置が 

設けられ、2025年 12月 1日までは使用可） 

 

【マイナンバーカードを持っていない等】 

マイナ保険証を利用することができない状況にある人について 

「資格確認書」が医療保険者から発行 

  ↓提示 

医療機関等を受診 

 

申請時の変更点（12月 2日以降） 

 ●資格確認書の発行が必要かを申請 

「資格確認書発行要否」欄 

  ↓必要とする場合 

  「□発行が必要」にチェック 

 

新たに被保険者や被扶養者になる人について、資格確認書を必要とする場合には、「□発行が必要」にチ

ェックを入れることになります。事業主は保険者の届出様式を確認しておきましょう。 

 

 

 

2025年 4月と 10月に改正の育児・介護休業法が施行されることになっています。厚生労働省からよ

り詳しい改正ポイントを解説したリーフレット（2024 年 11 月作成）、規定例の簡易版（2025 年 4 月 1

日、10月 1日対応版）、改正法に係るＱ＆Ａ（2024年 11月 1日時点）が公開されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■育児・介護休業法 リーフレット・簡易版規定例・Ｑ＆Ａが公開 

■12月 2日以降に変更となる社会保険の資格取得届等 

社会保険労務士法人トップアンドコア 

【本社】       東京都新宿区西新宿 1-25-1  新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 46Ｆ       TEL：03-3349-8370 

【名古屋支店】 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 JP ﾀﾜｰ名古屋 7Ｆ       TEL：052-589-8753 
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